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   開     議 

 

 

○蒲生光男委員長 おはようございます。 

 ただいまより予算委員会を行います。 

 

 

 平成２８年度長井市各会計予算案に 

 関する総括質疑 

 

 

○蒲生光男委員長 15日に続き総括質疑を続行い

たします。 

 なお、五十嵐智洋委員から資料の配付につい

て申し出があり、会議規則第150条の規定によ

り許可いたしましたのでご報告いたします。 

 

 

 今泉春江委員の総括質疑 

 

 

○蒲生光男委員長 次に、順位５番、議席番号８

番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 おはようございます。日

本共産党の今泉春江でございます。 

 みずはの郷宅地分譲について質問をいたしま

す。 

 一般質問では、市長の反問で私の質問時間が

大幅に減ってしまいましたので再質問もできま

せんでした。よって、平成28年度宅地開発事業

特別会計の予算、さらに関連するみずはの郷宅

地分譲について質問いたします。 

 一問一答ですので、簡潔明瞭な答弁をお願い

をいたします。 

 まず初めに、不要な反問がなされないように、

質問の趣旨をはっきりさせておきます。 

 昨年の９月議会で安部 隆議員から、みずは

の郷宅地分譲について違法、不当な問題点が指

摘されました。以来、問題が解明されるどころ

か、疑惑は深まるばかりです。これをこのまま

にしては、清潔で民主的な市政は実現できない

ので、これを解明するというのが趣旨でありま

す。そのためにも、しっかり答えていただきた

いと思います。 

 それでは、まず、宅建業法について建設課長

にお伺いいたします。 

 １つ、宅建業法第33条の２の本文はどうなっ

ていますでしょうか、ゆっくりと聞いている方

がわかるように朗読をお願いをいたします。 

○蒲生光男委員長 青木邦博建設課長。 

○青木邦博建設課長 自己の所有に属しない宅地

または建物の売買契約締結の制限。第33条の２、

宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅

地または建物について、みずから売り主となる

売買契約（予約を含む。）を締結してはならな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当する場

合は、この限りではない。 

 第１号、宅地建物取引業者が当該宅地または

建物を取得する契約（予約を含み、その効力の

発生が条件に係るものを除く。）を締結してい

るときその他宅地建物取引業者が当該宅地また

は建物を取得できることが明らかな場合で国土

交通省令・内閣府令で定めるとき。 

 第２号、当該宅地または建物の売買が第41条

第１項に規定する売買に該当する場合で当該売

買に関して同項第１号または第２号に掲げる措

置が講じられているとき。 

 以上でございます。 

○蒲生光男委員長 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 ありがとうございます。 

 今読んでいただきましたように、朗読してい

ただきました内容は、宅建業者は他人の土地を

勝手に売ってはならないということです。売買

契約なしで販売すれば、当然この条項を犯すこ
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とになります。これに違反すれば、宅建業法第

65条で１年以内の全部または一部の業務停止を

命ずることができるとなっています。要するに、

業務停止になるということです。 

 それでは、次に宅建業法第34条はどうなって

いますでしょうか。本文だけで結構ですので、

またご朗読いただきたいと思います。 

○蒲生光男委員長 青木邦博建設課長。 

○青木邦博建設課長 取引態様の明示。第34条、

宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、

交換または貸借に関する広告をするときは、自

己が契約の当事者となって当該売買もしくは交

換を成立させるか代理人として当該売買、交換

もしくは貸借を成立させるか、または媒介して

当該売買、交換もしくは貸借を成立させるかの

別（次項において「取引態様の別」という。）

を明示しなければならない。 

 第２項、宅地建物取引業者は宅地または建物

の売買、交換または貸借に関する注文を受けた

ときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、

取引態様の別を明らかにしなければならない。 

 以上です。 

○蒲生光男委員長 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 今、朗読していただきま

したように、宅建業者は売買に当たり、代理と

して売買するか媒介として売買するかを明示し

なければならないということで、これに違反す

れば、同じく第65条で１年以内の全部または一

部の業務停止となります。 

 それでは、次に、宅建業法第34条の２、同法

第34条の３はどうなっていますでしょうか、本

文だけでよろしいので、朗読いただければと思

います。 

○蒲生光男委員長 青木邦博建設課長。 

○青木邦博建設課長 媒介契約。第34条の２、宅

地建物取引業者は、宅地または建物の売買また

は交換の媒介の契約（以下この条において「媒

介契約」という。）を締結したときは、遅滞な

く、次に掲げる次項を記載した書面を作成して

記名を押印し、依頼者にこれを交付しなければ

ならない。 

 第１号。 

○８番 今泉春江委員 結構です、済みません。

委員長。 

○蒲生光男委員長 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 本文だけで結構ですので、

太文字のところで。 

 あと第34条の３もお願いします。最初の見出

しのところで結構です。 

○蒲生光男委員長 青木邦博建設課長。 

○青木邦博建設課長 では、第２項、宅地建物取

引業者は、前項第２号の価額または評価額につ

いて意見を述べるときは、その根拠を明らかに

しなければならない。 

 第３項、依頼者がほかの宅地建物取引業者に

重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼

することを禁ずる媒介契約（以下「専任媒介契

約」という。）の有効期間は、三月を超えるこ

とができない。これより長い期間を定めたとき

は、その期間は、三月とする。 

 第４項、前項の有効期間は、依頼者の申し出

により、更新することができる。ただし、更新

のときから三月を超えることはできない。 

 第５項、宅地建物取引業者は、専任媒介契約

を締結したときは、契約の相手方を探索するた

め、国土交通省令で定める期間内に、当該専任

媒介契約の目的物である宅地または建物につき、

所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土

交通省令で定める事項を、国土交通省令で定め

るところにより、国土交通大臣が指定する者

（以下「指定流通機構」という。）に登録しな

ければならない。 

 第６項、前項の規定による登録をした宅地建

物取引業者は、第50条の６に規定する登録を証

する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければ

ならない。 
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 第７項、前項の宅地建物取引業者は、第５項

の規定による登録に係る宅地または建物の売買

または交換の契約が成立したときは、国土交通

省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨

を当該登録に係る指定流通機構に通知しなけれ

ばならない。 

 第８項、専任媒介契約を締結した宅地建物取

引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に

係る業務の処理状況を２週間に１回以上（依頼

者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以

外の者と売買または交換の契約を締結すること

ができない旨の特約を含む専任媒介契約にあっ

ては、１週間に１回以上）報告しなければなら

ない。 

 第９項、第３項から第６項まで及び前項の規

定に反する特約は、無効とする。 

 代理契約。第34条の３、前条の規定は、宅地

建物取引業者に宅地または建物の売買または交

換の代理を依頼する契約について準用する。 

 以上です。 

○８番 今泉春江委員 本文だけとお願いしたの

は、その後に指定流通機構とか専任媒介という

段がありましたので、それは今回、長井市では

行っておりませんでしたので、本文だけとお願

いしたんでしたけども、詳しく読んでいただき

ました。 

 今読んでいただいたこのことは、これは宅地

の売買の契約をしたら、遅滞なく書面で記名、

押印し、依頼者に契約書を出す義務があるとい

うことです。違反すれば、同じく第65条で１年

以内の全部または一部の業務停止となります。 

 それでは、課長にまたお聞きします。今読ん

でいただきましたこの第34条は、昭和55年５月

に定められましたが、なぜこの条項が入ったの

でしょうか。 

○蒲生光男委員長 青木邦博建設課長。 

○青木邦博建設課長 宅建法第34条がなぜ定めら

れたかについては、長井市が宅建業法を所管し

ているわけではございませんので、詳しくは存

じ申し上げませんけれども、宅建法の第１条は

宅地建物取引業を営む者について免許制度を実

施し、その事業に対し必要な規制を行う法律で

ありますから、その目的を達成するために定め

られたものだと思います。 

 今泉委員のご質問は、第34条の２、第34条の

３についての追記についてのことだと思われま

すが、文献等の資料によりますと、かつては媒

介契約について書面が作成されていないことが

多く、依頼者と宅建業者との間に媒介契約があ

ったかどうかが争われ、媒介報酬をめぐるトラ

ブルが多く発生しており、昭和55年５月に宅建

業法が改正され、宅地建物の売買、交換につい

て、媒介の契約内容の書面化、一般的には媒介

契約書の作成、交付が義務づけられた。この媒

介契約の書面化を業法が規制したことにより、

これ以降、媒介報酬をめぐる裁判は激減したと

いうことでございます。以上です。 

○蒲生光男委員長 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 今、課長にご説明いただ

いたとおりでございます。これは売買契約が書

面で作成されていないことが多く、依頼者と宅

建業者との間に売買契約があったかが争われ、

売買報酬をめぐるトラブルが多く発生していた

からということです。その後は、今、課長もお

っしゃったように、報酬をめぐる裁判は激減し

ているということでございます。ありがとうご

ざいました。 

 そこで、市長にお聞きいたします。 

 みずはの郷分譲で、市と宅建業者との間に宅

建業法第34条に基づく書面による売買契約が交

わされましたか。交わされたのなら、その契約

書を提出してください。市長、いかがでしょう

か。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 宅建業法の第34条は、取引態様

の明示についての規定でありまして、第34条に
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基づく契約書はございませんが、宅建業法第34

条の３、これは（代理契約）に基づく契約書は

ございます。 

 一般質問でも申し上げましたが、公表された

第３、監査の結果、（１）監査委員が確認した

事実の⑧におきまして、「市は宅建業者それぞ

れと重要事項説明書と土地売買契約書の作成と

内容説明業務を委任する契約を締結している。

また、市は宅建業者それぞれと買主との売買契

約に係る手続き等についても契約しているが、

その中で市が宅建業者に土地売買代金の６パー

セントを手数料として支払うことを明記してい

る」と事実の認定をしていただいております。

長井市といたしましては、この契約が今泉委員

のおっしゃる契約と考えております。 

 また、資料の提出ということでございますが、

執行機関に対しまして、単に各種の行政資料を

要求することを目的としてなされる質問は、何

の内容もなく質問事項ではないので許されない

ことと思われます。これは国会法第74条で規定

されております。 

 議会は言論の府でございますので、口頭によ

る質問、答弁が原則であると考えます。 

○蒲生光男委員長 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 今、市長のご答弁の中で、

第34条の３で代理契約に基づくものがあるとお

っしゃいました。先ほど課長に朗読いただきま

した中には、第34条の２の中で取引態様の別を

明らかにしなければならない、また、代理も同

じであるということですけども、取引態様がき

ちんと契約書として明示されたものがあるので

しょうか。資料は提供できないとおっしゃいま

したけども、そういうものが明確にあるとお思

いなんでしょうか。今の市長のご答弁ですと、

そういうものが代理契約に基づくものがあると

今答弁なさいましたが、代理契約に基づくもの

というものはどういうものなんでしょうか、ご

説明ください。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 みずはの郷の分譲に関する件に

つきましては、一般質問でも申し上げましたが、

先ごろ、山形地方裁判所から第１回口頭弁論の

期日呼び出し状及び答弁書催告状が訴状ととも

に届き、これから訴訟が始まるという状況でご

ざいますので、この件に関しまして、この場で

答弁するのは不適当と考えます。以上でござい

ます。 

○蒲生光男委員長 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 裁判でということでござ

いますが、法定で法的に解明するのは当然でご

ざいます。それでも、それだけではなく、やは

り市政の問題として明らかにする必要があるも

のと思います。 

 地方自治法第98条での議会の権限として、私

は行っているものです。裁判にかかれば議員と

議会は何も聞けないのでしょうか、何か法廷で

話して議会で話せば不都合があるのでしょうか、

それでは議会の役割は果たせません。しっかり

と答えていただきたいと思います。拒否する理

由というのは何でしょうか。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 この件に関しましては、私との

見識の違いでございます。 

○蒲生光男委員長 今泉春江委員に申し上げます

けども、訴訟の事案でもありますので、それは

お互い質問、答弁については、できるだけ慎重

を期されるようにお願いします。 

 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 慎重を期して質問をいた

します。 

 今、市長がおっしゃったように、代理契約に

基づくものであるということでございましたが、

一番基本となるこの売買契約書がないのです。

これは、明瞭な宅建業法第34条違反であると思

います。 

 先ほど申しましたように、この契約をしてい
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ないのですから、売買手数料を支払う根拠がそ

もそもないのではありませんでしょうか。ここ

に今回の第一の大問題があることを、まず指摘

しておきたいと思います。 

 そして、先ほど申しましたように、資料の提

供はできないというような答弁でございました

けども、本当にこの契約がなされているのであ

れば、何年の何月何日に契約をしたか、なぜじ

ゃあ情報公開のときに、この契約書がなかった

のか、どうしてそのときに出さなかったのか、

そのことをお聞きしたいと思います。 

○蒲生光男委員長 資料の提出に関しましては、

先ほど市長からあったように、提出する義務っ

ていうのは、予算決算に関する自治法第96条の

１にかかわる資料については提出の義務を果た

さなければなりませんけれども、それ以外につ

いては義務はないということでございますので、

それを前提にしてお願いいたします。 

 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 はい、承知いたしました。

そういうことで確認させていただきます。 

 それでは、次の質問に参ります。 

 住民監査請求が行われた後に販売された第13

区画について伺います。これは訴訟にもなって

おりませんし、住民監査の対象にもなっており

ませんでしたので、答弁いただけるかと思いま

す。 

 まず、この13区画について、いつ売れたので

しょうか。宅建業者との間に、今申し上げまし

た第34条に基づく市との売買契約がなされたか

どうかをお聞きいたします。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 建設課長に答弁いたさせます。 

○蒲生光男委員長 青木邦博建設課長。 

○青木邦博建設課長 監査請求後の分譲区画は、

今泉委員がおっしゃった第13区画でございまし

て、宅建業法第34条の３の契約を平成28年１月

22日に宅建業者と契約を交わしております。契

約金額は土地売買代金の６％で、31万4,600円

でございます。 

 買い主との土地売買契約は、同年１月29日に

締結いたしました。以上でございます。 

○蒲生光男委員長 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 今、課長の答弁の中で、

土地代金の６％もお払いになったということで

した。ここも確認させていただきます。 

 それでは、この土地売買で、この宅建業者に

支払った手数料というのが土地代金に含まれて

いることを買い主に説明したんでしょうか、そ

して、買い主の了解を得たのでしょうか、お聞

きします。 

○蒲生光男委員長 どなたにですか。 

○８番 今泉春江委員 市長にお願いします。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 建設課長に答弁いたさせます。 

○蒲生光男委員長 青木邦博建設課長。 

○青木邦博建設課長 手数料が土地代金に含まれ

ていることを説明したかというご質問でござい

ますけれども、そのことについては、宅建業者

が買い主さんに説明をしております。土地売買

契約も無事完了しておりますので、その点につ

きましてはご了解いただいております。以上で

す。 

○蒲生光男委員長 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 では、確認します。 

 買い主さんに説明をしており、買い主さんの

了解も得たということでよろしいんですね、わ

かりました。確認しました。 

 しかし、今、一番最初の第13区画の売り主と

宅建業者の間で取り交わさなければならない契

約書というものがなされてないんじゃないでし

ょうか。第13区画ですよ、なされてますか。宅

建業法に基づいてる契約がなされてますでしょ

うか。先ほど課長に宅建業法を朗読していただ

きました、その宅建業法に基づいた契約が売り

主と宅建業者の間でなされていますでしょうか、
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市長、お聞きいたします。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 建設課長に答弁いたさせます。 

○蒲生光男委員長 青木邦博建設課長。 

○青木邦博建設課長 今回の区画についても、今

までの昨年売買した区画と同じように、監査結

果で十分審査されて、その上で適正に判断され

たものと思っておりますので、こちらでいう代

理契約書はあるというふうに考えております。

以上です。 

○蒲生光男委員長 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 じゃあ、ここでも確認さ

せていただきます。 

 代理契約はあったということの答弁でしたの

で、そのことを確認させていただきます。代理

契約はあったということですね、はい。 

 それでは、次に、手数料について伺います。 

 宅地売買手数料は国土交通省告示で定められ

ております。国土交通省の告示の報酬の額とい

うのがあります。宅建業者が手数料を請求でき

るのは、一般質問で示したように３つの要件が

満たされたときです。 

 つまり、１つ目は依頼者との間で売買契約が

成立していること、これは今、先ほど申しまし

た契約書ということですね、これが設立してい

ること。２つ目は、業者がこの契約に基づいて

実際に売買行為、値段を決めたり宣伝をしたり、

いろいろとその販売のために汗をかいていると

いうことですね、売買行為をしていること。そ

して３番目には、その売買行為により依頼者、

市ですね、依頼者と相手方、買い主ですね、買

い主との間で売買契約が成立していること、こ

の３つの３要件が手数料をもらうには必要なん

です。 

 しかし、今回の場合は、この１番と２番、依

頼者との間で売買契約が成立していない、業者

がこの契約に基づいて実際に汗をかいて売買行

為をしていないという、この２つの要件は満た

されておりません。したがって、これに６％も

の手数料を支払ったのは違法とは思いませんで

しょうか、市長、いかがでしょうか。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 みずはの郷の分譲に関する件につきましては、

先ほども申し上げましたが、山形地方裁判所か

ら第１回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状

が訴状とともに届き、これから訴訟が始まると

いう状況でございますので、この件に関しまし

て、この場で答弁するのは不適当と考えます。 

 公表されました監査結果を尊重し、粛々と業

務に当たりたいと考えております。以上です。 

○蒲生光男委員長 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 今第13区画のことをお伺

いしております。監査請求後の売買に関してで

ございます。市長、ご答弁をお願いします。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 ただいま申し上げましたとおり、

公表されました監査結果を尊重し、粛々と業務

に当たるということでございますので、建設課

長から答弁があったとおりでございます。 

○蒲生光男委員長 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 監査請求後の販売でござ

いますけども、これもお答えになられないとい

うことで、そういうふうに理解してよろしいん

ですか、市長。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 済みません、ちょっともう一度、

おっしゃった質問の内容がわかりませんので、

申しわけございませんが、もう一度お願いいた

します。 

○蒲生光男委員長 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 大変失礼いたしました。

わかるようにゆっくり申し上げます。 

 監査請求なさった後に第13区画というのが売

れたわけで、訴訟や何かは、その第13区画は入

っておりません、その後に販売した土地のこと
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について今お聞きしております。手数料も今申

し上げたように、そのことを今申し上げている

わけ ですけども、そのことについても、この

第13区画の販売についても、市長は答えられな

いということでしょうか。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 大変申しわけございませんでし

た。 

 私が申し上げましたのは、公表された住民監

査請求に基づいて監査の結果が棄却という形で

出されたわけでございますので、ただ、ご指摘

いただいた部分もありますから、これらを尊重

して業務に当たりたいということを申し上げま

した。 

 そして、どのような手続を行ったかというこ

とについては、今泉委員のご質問に従いまして

建設課長が答弁させていただいたとおりでござ

います。以上です。 

○蒲生光男委員長 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 ちょっと整理させていた

だきます。 

 第13区画を販売したと、住民訴訟後の販売で

ございました。この第13区画を販売したことに

ついて、これは今までと同じ手法というんです

か、今までと同じやり方で契約書も、それから

手数料もお支払いになったり契約したというこ

とを確認させていただきたいと思うんですけど、

それでよろしいんでしょうか。市長、お願いし

ます。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 建設課長が答弁いたしたとおり

でございます。以上です。 

○蒲生光男委員長 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 はい、そのように、じゃ

あ承知いたしました。確認いたします。 

 それでは、次へ参ります。 

 国土交通省の告示では、媒介の場合の一方か

らの成功報酬の限度額は土地代金の3.24％と定

められております。ところが、その一方である

市が、市は一方ですよね、売り主ですから、あ

と買い主と両方あるわけですけども、その一方

である市が媒介と申告したものに６％を支払っ

ています。これは国土交通省の告示に対して違

反でないかなと、違法な手数料でないかなとご

意見を申し上げます。答えられないというなら

それでいいですけども、でないかなということ

になります。 

 ですから、この国土交通省の報酬の額という

ことに対して、何を根拠にこの６％、媒介とい

う方の、申告した方にも６％を払うということ

が何を根拠に払ったのか、きょうお聞きしたい

ところですけども、市長は裁判でとおっしゃっ

てますから、多分答弁はいただけないと思いま

すけども、やはりこういうものがあるわけです

よね。難しいとかわからないとかでなくて、し

っかりとこういうものを規則にのっとってしな

ければ、まして地方自治体でございます、あや

ふやなことで報酬というものをお支払いになる

ということは非常に疑問でございます。 

 じゃあ、この６％という報酬について、誰が

この６％の報酬というのを決めたのでしょうか。

６％と言い出したというか、市が６％というこ

とを申し上げて業者の方に、第13区画もそうで

すけども、お支払いになったのでしょうか。そ

れとも、業者から６％というものを要求された

のでしょうか、このことをお聞きしたいと思い

ます。市長、お願いします。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 先ほども申し上げましたとおり、

住民訴訟が起こされている現段階で、このご質

問に対する答弁は不適当と考えます。以上です。 

○蒲生光男委員長 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 第13区画の６％について

もお答えできないということですね、市長。確

認させてください。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 
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○内谷重治市長 先ほどから申し上げております

とおり、住民監査請求を棄却して、監査の結果

のそれに基づいて私どもは粛々と業務を行って

いるということでございます。 

○蒲生光男委員長 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 はい、そのように確認さ

せていただきます。 

 それでは、先ほどから市が宅建業者と契約し

た代理契約に基づくものであると市長のお口か

ら答弁いただきました。このことについて、市

が宅建業者と契約し、委任した契約書というの

は、私たちが資料請求でいただいた資料を見ま

すと、宅建業者と契約し、委任したのは重要事

項の作成と説明、買い主との売買契約書の作成、

押印だけです。ですから、市に提出されたこれ

らの文書にも大きな違反があります。第13区画

でも同じように大きな違反があると思います。 

 まず１つには、重要事項説明書で、市がこの

重要事項を説明しましたよと宅建業者が市にそ

の確認をするという欄があります。そこに日付

のないものが５件、取引態様で、先ほど申し上

げました媒介契約としたものが15件、代理契約

としたものが12件、何も記載のないものも２件

もあり、今日までもそのままになっております。

こんな違法でずさんな仕事に、６％もの手数料

を支払うのは正しいのでしょうか。 

 もう一つは、肝心のこの売買契約書、取引主

任者の記名、押印、これは義務づけられており

ますよね。それがあるのはたったの５件だけで

す。そして、ほかの24件には記載がありません。

これは宅建業法第37条の３に違反でありまして、

50万円以下の罰金に処せられます。 

○蒲生光男委員長 今泉委員、どこの項に従って

今質問してますか、質問通告書の内容に沿って

質問をお願いします。通告外発言になりますの

で、お願いします。 

○８番 今泉春江委員 関連事項と思って質問を

いたしました。 

 確認をさせていただきます。関連ということ

で、今、私の考えを申し上げたところでした。

委員長からの指摘ですので、じゃあ、ここでこ

の件は終わります。 

 では、最後の、買い主から手数料は取らない

としておきながら６％負担させたという件です。

買い主に手数料を負担させないとしておきまし

たよね。あのチラシを見ますと、チラシの下の

ほうに、手数料はかかりませんということが明

示されております。 

 そして、実際には、この６％もの手数料を

丸々買い主に負担させていたという問題です。

これが信義に則った措置とお思いでしょうか、

信義を守るというなら、謝罪し、買い主に返す

べきではないでしょうか。第13区画も同じです

ので、第13区画のことについて、市長、どうお

考えでしょうか。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 公表されました監査結果を尊重

し、粛々と業務に当たって、第13区画も事務処

理を行ったところでございます。 

 監査の結果に対する今泉委員の主観に基づく

ご質問のようでございますが、監査の結果は監

査委員が十分に審査され、その上で適正に判断

されたものであるというふうに考えているとこ

ろです。 

○蒲生光男委員長 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 主観ではございません。

宅建業法をしっかりと見ていただければ、主観

という言葉はないかと思います。 

 それでは、次、住民監査請求では手数料は買

い主が負担したので市の損失はない、したがっ

て監査請求の理由がないとして請求を棄却いた

しました。市は手数料を含む土地の代金を、こ

こですね、第13区画もそうですので、市はこの

手数料を含む土地代金を市の会計に入れました。

そして、その会計から業者に手数料として支払

っています。これは市の支出であり、市の損失
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がないとしたことはおかしいんじゃないでしょ

うか、これは違法、不当な支出に当たると思い

ますが、市長、いかがでしょうか。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 先ほども申し上げましたとおり、

住民訴訟が起こされている現段階で、ただいま

の質問に対する答弁は不適当と考えます。 

○蒲生光男委員長 ８番、今泉春江委員。 

○８番 今泉春江委員 じゃあ、１つ申し上げま

す。 

 長井市の財務規則第43条です。支出の負担と

いうところで、第43条の５号です。契約締結方

法等が適正であること、法令その他に違反しな

いことと支出負担行為が書かれております。こ

のことに照らし合わせても、この支出というの

は違法、不当ということになるのではないでし

ょうか。市長がご答弁できないということは、

とっても納得はできません。 

 最後です。市は市民を欺いてはなりません。

まして、今申し上げたように、法律を犯しては

なりません。間違いがありましたら謙虚に反省

し、それを正す措置を講ずるべきだと思います。

そして、清潔で民主的な市政にすべきと思いま

す。このことを申し上げ、質問を終わります。 

○蒲生光男委員長 今泉委員に申し上げますけど

も、ここは総括質疑の場でありますので、自分

の意見を述べる場ではありませんので、その点、

今後注意していただきたいと思います。 

○８番 今泉春江委員 はい。 

 じゃあ、以上で質問を終わります。ありがと

うございました。 

 

 

 五十嵐智洋委員の総括質疑 

 

 

○蒲生光男委員長 次に、順位６番、議席番号12

番、五十嵐智洋委員。 

○１２番 五十嵐智洋委員 少子化の改善を願い

ながら、１番の子育て支援の充実について、市

長にお伺いいたします。 

 12月の議会の質問で、市庁舎の建設計画と複

合型施設の建設の件を問題にしまして、どちら

を優先するんですかというふうに市長にお尋ね

しましたところ、まず、今、市民にもご不便を

おかけしてるので、市庁舎を優先して、しかし、

子育て支援機能を中心とした複合型施設も同時

並行というんですか、したいが、市庁舎を優先

したいんだというお話がございましたね。 

 そこで、このたび長井市の５年間の人口動態

ですね、国勢調査の最新情報では、この長井市

の人口は1,757人減少しましたと、率にして

６％ですね。１年間の出生数を調べましたとこ

ろ、平成23年からですけども、平成23年の出生

数は226名、24年が189名と100人台に、初めて

ですか、下がったんですね。で、25年に201人

に回復しました。それから26年は197人で、ま

た100台になった、27年の198名というふうに、

この出生数が、これは全国的傾向かもしれませ

んけども減ってきました。それで、長井市の人

口ビジョンでは合計特殊出生率を1.6の後半か

ら2.07に引き上げて、これが地方創生の人口ビ

ジョンの根幹をなすものなわけですね。 

 しかしながら、この出生数は減少傾向にあっ

て、近い将来150人ぐらいになるんじゃないか

というふうに危惧される面があるんですけども、

そうしますと、子育て支援にかなり傾注しない

と非常に厳しい状況になると思うんですが、市

長の認識を伺います。 

○蒲生光男委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 五十嵐委員がおっしゃるように、

やはり子育て支援というのは、非常にこれから

の人口減少を少しでも食いとめるための最も重

要な施策の一つというふうに考えております。 

 したがいまして、このたび昨年の９月に策定

した地方創生に向けた総合戦略でも子育てと教 


